
 

 

３ 男女共同参画の推進に関する提言 
 

＜提言１＞あらゆる分野への女性の参画拡大 

社会の構造や情勢の急激な変化に対応するため、あらゆる分野で女性の参画を拡大

し、多様な視点を反映することが求められる。国が定める「2020 年までに指導的地位

に占める女性の割合を少なくとも 30％にする」という目標の達成にはほど遠い状況に

あり、改善に向けた具体的な取組が必要である。 

特に、女性活躍推進法の趣旨に基づく「働く場（企業）」、県民の生命と財産を守る

「防災」、さらには「行政」の各分野において、知事のリーダーシップにより女性の

参画を強力に推進していただきたい。 

 

○働く場（企業）における女性活躍の推進 

県は、これまで女性活躍のロールモデル 30 名を創出し、その活動等の普及による

気運醸成に取り組んだ結果、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の届出企業

数（常時雇用 300 人以下の努力義務企業）が全国３位となり、顕著な成果が得られた。 

令和元年６月に女性活躍推進法が改正され、行動計画策定の義務付けの範囲が拡大

されたため、今後は策定が努力義務である中小・小規模企業への支援に注力するとと

もに、行動計画策定を女性管理職の増加等の具体的成果へとつなげていく必要がある。 

○防災分野への女性の参画拡大 

近年、甚大な災害が頻繁に発生し、防災分野における男女共同参画を強力に推進す

る必要に迫られているが、県防災会議の委員 60 名中女性は５名（8.3％）注１にとどま

っている。県の防災に対する姿勢を内外に示すとともに女性の視点を反映させるため、

抜本的対策を講じ女性委員の割合を早急に 30％以上に引き上げなければならない。 

○地域で活躍する女性人材の育成 

自治会長に占める女性の割合は 4.5％注２にとどまるなど、地域における方針決定の

場への女性の参画が進んでいない。「みえ防災・減災センター」や県男女共同参画セ

ンター「フレンテみえ」において、地域で活躍する女性人材の育成講座を継続的に実

施し、地域における女性の参画につなげていく必要がある。 

○行政分野への女性の参画促進 

三重県職員の採用者に占める女性の割合は 45.7％注３であり、全都道府県でトップ

となっている。女性職員が働き続けられ、多様な経験を積み能力を発揮できるよう、

さらなる職域拡大や段階的な能力開発に取り組み、女性管理職比率（本庁知事部局）

を現在の 12.9％注１から 30％へと引き上げる必要がある。 

また、県施策に女性の視点を反映させるため、県の審議会等への女性の参画を推進

するとともに、市町においても積極的な登用がなされるよう働きかける必要がある。 
 
注１）平成 31年４月１日時点  注２）平成 30年度  注３）平成 29年度 
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＜提言２＞男性の意識と働き方の改革 

あらゆる分野における女性の参画拡大には、男女共同参画社会への男性の理解を促

進し、意識の変革・行動変容につなげなければならない。 

特に、働く場においては、男性中心型労働慣行を見直し働き方改革を推進すること

に加え、育児・介護等に関する各種制度を活用しやすい職場風土やハラスメントのな

い職場環境づくりが必要不可欠であり、企業等の取組が進むよう支援を充実していた

だきたい。 

 

○男性の意識改革 

「HeForShe」注１賛同セレモニーを全国に先駆けて平成 30 年度に開催し、知事がジ

ェンダー平等の実現に向け行動宣言を行ったことを契機として、今後、本趣旨に基づ

く取組を県内に普及させ、男性の意識変革・行動変容へとつなげていく必要がある。 

県男女共同参画センター「フレンテみえ」においては、男性の行動変容を促す講座

を充実し、学習機会を提供し続けることが重要である。また、多くの県立高等学校に

おいて行われているライフプラン教育は、若年層に男女共同参画意識を根付かせる重

要な取組であることから、全校で継続して取り組んでいくことが望まれる。 

○企業への働き方改革の支援 

平成 31 年４月から働き方改革関連法が順次施行され、時間外労働の上限規制導入注

２や年次有給休暇の取得義務付け等がなされた。企業が働き方改革を着実に推進し、

これを成長戦略としてとらえることができるよう、取組の現状と成果を可視化してい

くとともに、取組を進める企業に対し継続的に支援していくことが重要である。 

○働きやすい職場風土づくり 

県内事業所のうち、多様な就労形態を導入している割合は 72.6％注３と、制度の整

備は進んでいるものの、活用が進んでいるとは言い難い状況にあるため、部下の仕事

と家庭の両立を応援する「イクボス」の普及を通じ、制度を活用しやすい職場風土づ

くりを推進することが重要である。特に、男性の育児休業は家事・育児への男性の参

画につながり、男女共同参画社会の実現に大きく寄与することから、取得が進むよう

県内企業へ働きかけ、事業主等の意識改革へとつなげていく必要がある。 

○ハラスメントのない職場づくり 

令和元年６月に労働施策総合推進法等が改正され、パワー・ハラスメント対策が事

業主の義務となり、セクシュアル・ハラスメント等の防止対策も強化された。これを

受け、今後はすべてのハラスメントを許さない職場環境づくりに向け、国等の関係機

関と連携し企業等への支援を展開し、労働環境の改善につなげていただきたい。 
 
注１）HeForShe･･･UN Women（国連女性機関）による女性の地位向上に男性の参加を促す社会連帯運動 
注２）中小企業は令和２年４月１日から施行 
注３）平成 30年度 
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＜提言３＞誰もが安心して活躍できる環境の整備 

 一人ひとりが性別に関わらず、自立した個人としてその個性と能力を十分発揮する

ためには、安全安心に暮らせる環境の整備が必要不可欠である。 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）等は被害者の多くが女性であり、これは男女共同参画

社会を実現する上で克服すべき重要な課題である。この克服に向けて被害者支援の体

制を整備するとともに、加害者の更生支援も併せて検討する必要がある。 

また、出産・育児や介護により男女がやむなく離職することのないよう、子育てや

介護のサービスを実施主体の市町と連携し充実していただきたい。 

 

○被害者等の支援体制の充実 

都道府県で初となる見舞金制度の創設や、平成 31 年４月の「三重県犯罪被害者等

支援条例」の制定など、犯罪被害者等への支援を推進していく姿勢は評価できる。今

後は、各市町における支援体制の整備が求められる。 

ＤＶや性犯罪、ストーカーは被害者の多くが女性であるため、警察本部においては、

女性担当者による被害者支援の体制の充実に取り組む必要がある。 

また、ＤＶ被害は表面化しない事案も考えられるため、相談へつながるよう窓口の

周知を継続して行う必要がある。将来的には関係機関が連携し、加害者が加害を繰り

返さないよう更生プログラムの導入が望まれる。 

○女性医師等が働き続けられる環境の整備 

平成 27 年度に全国で初めて導入した「女性が働きやすい医療機関」認証制度を活

かし、医師をはじめとする女性医療従事者の確保・定着につなげる必要がある。地域

医療体制を確保するためにも、出産・子育てによる離職の防止は不可欠である。 

○保育サービス等の充実 

働く女性が増加する中、女性が安心して働き続けるためには保育所および放課後児

童クラブの整備が必要不可欠である。いずれも待機児童が発生しているため、実施主

体の市町と連携し、早急に解消しなければならない。 

また、保育士が働き続けられ、潜在保育士が希望に応じ職場復帰できるよう、外部

人材の活用や「ホイクボス」の推進等による働きやすい職場環境づくりを継続すると

ともに、情報提供や就労相談、研修会による支援を充実する必要がある。 

○介護サービス等の充実 

介護を理由とする離職が男女ともに発生している現状に鑑み、ホームヘルパー等の

公的在宅サービスを充実させるとともに、特別養護老人ホーム等の施設に待機するこ

となく入所できるよう、実施主体の市町と連携して取り組まなければならない。 

また、介護サービスに携わる人材確保のため、意欲ある高齢者が介護現場で補助的

な業務を担う「介護助手」制度の活用等により、男女がともに働き続けることができ

る環境整備を推進する必要がある。 
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